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衆

議

院

議

長

伊

吹

文

明

殿

衆
議
院
議
員
小
池
政
就
君
提
出
税
理
士
法
改
正
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
小
池
政
就
君
提
出
税
理
士
法
改
正
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

平
成
二
十
六
年
度
税
制
改
正
に
お
け
る
税
理
士
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
三
十
七
号
）
の
改
正
に
お
い
て
、
税
理

士
の
資
格
に
関
し
、
税
理
士
と
な
る
資
格
を
有
す
る
公
認
会
計
士
は
、
公
認
会
計
士
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
号
）

第
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
実
務
補
習
団
体
等
（
以
下
「
実
務
補
習
団
体
等
」
と
い
う
。
）
が
実
施
す
る
研
修
の
う
ち
、

財
務
省
令
で
定
め
る
税
法
に
関
す
る
研
修
を
修
了
し
た
公
認
会
計
士
と
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

こ
の
財
務
省
令
で
定
め
る
税
法
に
関
す
る
研
修
は
、
税
理
士
法
第
六
条
第
一
号
に
規
定
す
る
税
法
に
属
す
る
科
目
に
つ
い

て
、
税
理
士
法
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
成
績
を
得
た
者
が
有
す
る
学
識
と
同
程
度
の
も
の
を
習
得
す
る
こ
と
が
で
き
る

も
の
と
し
て
国
税
審
議
会
が
指
定
す
る
研
修
と
さ
れ
て
い
る
。
他
方
、
実
務
補
習
団
体
等
に
よ
り
行
わ
れ
て
い
る
現
行
の
研

修
に
つ
い
て
は
、
当
該
財
務
省
令
の
よ
う
な
規
定
は
定
め
ら
れ
て
い
な
い
。

二
に
つ
い
て

税
理
士
の
資
格
に
関
す
る
見
直
し
に
つ
い
て
、
一
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
、
税
理
士
法
第
六
条
第
一
号
に
規
定
す
る

税
法
に
属
す
る
科
目
に
つ
い
て
、
税
理
士
法
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
成
績
を
得
た
者
が
有
す
る
学
識
と
同
程
度
の
も
の

一



を
習
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
国
税
審
議
会
が
指
定
す
る
研
修
を
修
了
し
た
公
認
会
計
士
が
、
税
理
士
と
な
る
資

格
を
有
す
る
こ
と
と
な
る
点
に
お
い
て
、
税
理
士
制
度
の
信
頼
性
向
上
に
つ
な
が
る
こ
と
と
な
る
と
考
え
て
い
る
。

二


